
● 被災団体のニーズに応じ、発災直後の「短期派遣」と復旧・復興段階の「中長期派遣」を実施
● 災害時に地方公共団体間で職員の応援派遣を行う仕組みを構築
● 全国知事会、全国市長会、全国町村会及び指定都市市長会と連携して派遣

短期派遣
（応急対策職員派遣制度）

中長期派遣
（復旧・復興支援技術職員派遣制度等）

被災自治体での支援業務 発災直後の災害応急業務
（避難所の運営・罹災証明書の交付等）

復旧・復興業務
（災害復旧事業に係る設計・施工管理等）

求められる役割 災害マネジメント支援・マンパワー 専門知識・技術

時期（目安） 発災後１～２か月程度 発災後３か月以降

職員の主な派遣期間 １週間程度で交代 通常は１年単位

派遣の形態 職務命令による公務出張 地方自治法に基づく職員派遣

費用負担 一般的には派遣元自治体 派遣先自治体

財政措置

・派遣元自治体が負担をする応援に要する経
費（職員の超過勤務手当・活動経費等）について、特
別交付税により措置（実績額の８割）

・被災自治体へ派遣される職員の装備（安全装
備、寝具、情報通信機器等）に要する経費について、
普通交付税により措置

・派遣先自治体が負担をする受入れに要する
経費（給与・各種手当等）について、特別交付税に
より措置（実績額の８割、震災復興特別交付税は10割）

・復旧・復興支援技術職員派遣制度において
は、一定要件を満たす場合、人件費を普通交
付税（市町村は特別交付税）により措置

大規模災害時の地方公共団体からの応援職員の派遣について
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